
★八街市の養鶏場で確認された県内２例目の高病原性鳥インフルエンザに

ついて、 令和４年１月２４日７時 に、当該農場における防疫措置（飼養鶏の

殺処分、飼料・糞便等の処理及び農場の消毒）が完了しました。

現在、殺処分鶏等の汚染物品の入った密閉容器（消毒済）の焼却、埋却を進めています。
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名 称 所 在 地 電 話 ファックス

中央家畜保健衛生所 千葉市花見川区三角町６５６ 043-250-4141 043-286-0090

東部家畜保健衛生所 東金市川場１１０５－３ 0475-52-4101 0475-52-3335

南部家畜保健衛生所 鴨川市八色５２ 04-7092-2304 04-7092-1434

北部家畜保健衛生所 香取市岩ケ崎台１２－１ 0478-54-1291 0478-54-5996

【家畜保健衛生所連絡先】 鶏に異常が見られたら、早期通報を！！

千葉県農林水産部畜産課
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
Tel：０４３－２２３－２９３８
Fax：０４３－２２２－３０９８

衛生だより
鳥インフルエンザ情報

制限区域解除までのスケジュール

県内発生農場の防疫措置状況について

移動制限区域内の
清浄性確認検査

陰性の
場合

移動・搬出制限 設定 搬出制限区域
解除

移動制限区域
解除

発生農場の
防疫措置完了

防疫措置完了から
10日経過後

防疫措置完了
21日経過後

０日（完了日）HPAI発生 2１日経過後 0:00（予定）

制限区域からの移動には必ず協議が必要です！

自農場が制限区域に入った場合、以下のものを移動（搬出）するには国との協議を済ませ
る必要があります。協議が済んでいない対象物を移動しないようにしてください。

対象物
○生きた家きん ○家きん卵（ただし、GPセンター等で既に処理されたものを除く）
○家きんの死体 ○家きんの排せつ物等
○敷料、飼料、家きん飼養器具（農場以外からの移動は除く）

今後、新たな高病原性鳥インフルエンザの発生がなければ、スケジュール
に従い、搬出・移動制限を解除する予定です。制限区域内の農家の解除
については、家畜保健衛生所からの連絡をお待ちください。
（補償については後日、調査票を送付いたします。書類関係は証拠書類として使用する可能性がありますので、捨てず

に保管をお願いいたします。）

（2/9予定） （2/15予定）


